
議案第１２４号   
 
 

霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工事委託に関する基本協定の締

結について 
 

下記のとおり、委託協定を締結するため、地方自治法（昭和22年法律第67号）第96条第

１項第５号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例（平成17

年霧島市条例第68号）第２条の規定により、議会の議決を求める。 
 

平成２８年１１月２８日提出 
霧島市長 前 田  終 止 

 
 
 
 
 

記 
 
１ 協定の目的   協 定 名  霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工 

事委託に関する基本協定 
          協定場所  霧島市国分広瀬2061番地1 
 
２ 協定の方法   随意契約による 
 
３ 協定の金額   金1,382,490,000円 
 
４ 協定の相手方  住  所  東京都文京区湯島二丁目31番27号 
          氏  名  日本下水道事業団理事長 谷戸 善彦 
 
 
（提案理由） 
 霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工事委託に関する基本協定について、

協定を締結しようとするものである。 
（参照） 
 協定期間、協定概要等については、別紙のとおり。 



（別紙） 
 

霧島市公共下水道国分隼人クリーンセンターの建設工事委託に関する基本協定 
 
１ 協定の期間  平成28年度から平成31年度まで 

 
２ 協定の概要  ３池目増設 

水処理施設 処理方式：標準活性汚泥法 

処理能力：4,700 /日（既設処理能力14,000 /日） 

施設面積：1,074.15㎡ 

          電気棟新設 構  造：鉄筋コンクリート造 平屋建 

                延べ面積：188.25㎡ 




















